
訪問介護事業所たまゆの杜 重要事項説明書 

 

１．事業所の概要 

   法人名        社会福祉法人 隠岐共生学園 

   代表者職氏名     理事長  名越  彰 

   所在地        島根県隠岐郡隠岐の島町栄町１０８８番地 

   事業所名       訪問介護事業所たまゆの杜 

   所在地        島根県松江市玉湯町湯町１９２４番地１ 

   事業所番号      ３２０１０２０４３ 

   連絡先        ☎０８５２－６２－８５０２ （8：30～17：30） 

   営業日        ３６５日 

   営業時間       ２４時間 

   サービス提供地域   松江市 

 

２．施設運営の基本理念 

    当事業所は、法人創設以来の伝統である共生（ともいき）の精神を基調とし、その長年にわた

る豊富な経験を生かし、介護を必要とする高齢者等に対し、専門的な能力と技術をもって質の高

いサービスの提供を行います。又、地域やご家族との結びつきを重視した運営を心掛けるととも

に、他の関係機関との密接な連携に努め、もってご利用者及びそのご家族の福祉増進を図るもの

とします。 

 

３．訪問介護サービスの基本方針 

 （１）訪問介護サービス計画に基づき、居宅において可能な限り日常生活が営め、その有する能力に

応じ、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助その他の日常生活上

の援助を行います。 

 （２）提供する訪問介護サービスの質の評価を行い、常にその改善・向上を図るよう努め、訪問介護

サービスの提供を行います。 

 （３）ご利用者及びご家族に対し、訪問介護サービスの提供方法について解りやすく解説します。 

 （４）居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供するものと密接な連携を

図り、居宅サービス計画に沿った指定訪問介護サービスの提供を行います。 

 

４．サービスの内容 

身体介護 生活援助 

① 排泄・食事介助 

② 清拭・入浴・身体整容 

③ 体位交換 

④ 移動・移乗介助、外出介助 

⑤ その他必要な身体の介護 

① 調理 

② 衣類の洗濯・補修 

③ 住居の掃除・整理整頓 

④ 生活必需品の買い物 

⑤ その他必要な家事 

 

（１）サービス提供にあたっては、別添の「訪問介護サービス計画」に沿って計画的に提供します。 



（２）サービス内容の詳細については、別添の「訪問介護サービス計画書」により、ご利用者の希望

を確認した上で実施します。 

（３）訪問介護員（ヘルパー）は、サービス提供の都度、ご利用者・ご家族の同意を得て、サービス

の提供に必要な範囲で消耗品や器具・材料を使用します。 

 

５．訪問介護計画の作成・変更 

 （１）サービス提供責任者は、ご利用者の日常生活全般の状況を踏まえ、訪問介護計画を作成しま

す。 

 （２）訪問介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されている場合はその内容に沿って

作成し、訪問介護サービスの目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載します。 

 （３）サービス提供責任者は、訪問介護計画作成後も、当該計画の実施状況を把握し、必要に応じて

当該訪問介護計画の変更を行います。 

    また、居宅サービス計画（ケアプラン）の変更に伴い訪問介護計画の変更も必要となる場合に

は、当該訪問介護計画を変更します。 

 

６．利用する訪問介護サービスの内容を変更したい場合 

 （１）ご利用者は、訪問介護サービスの内容を変更するように申し出ることができます。「訪問介護

事業所たまゆの杜」では、ご利用者またはご家族からの申し出があった場合、居宅支援事業者と

連絡を取り、必要なサービスの内容を変更します。 

（２）訪問介護サービスの内容を変更した場合、「訪問介護事業所たまゆの杜」とご利用者とは、ご

利用者が変更後に利用する訪問介護サービスの内容、利用回数、利用及び介護保険の適用の有無

について記載したサービス利用表により合意を交わします。 

 

７．サービス提供の記録等 

 （１）サービス提供をした際には、「訪問介護記録書」の書面に必要事項を記入します。 

 （２）ご利用者の訪問介護サービスの提供に関する記録を整備し、契約完了日から２年間保存しま

す。また、記録についてはご利用者の方の求めがあれば閲覧に応じ、実費負担によりその写しを

交付します。 

 

８．職員の体制 

   管理者        １名（常勤兼務） 

   サービス提供責任者  ２名（常勤兼務） 

   訪問介護員      ４名（常勤２名、非常勤２名） 

 

９．担当の訪問介護員 

   ご利用者に訪問介護員（ヘルパー）が交代で訪問介護サービスを提供します。また、訪問介護員

（ヘルパー）は、常に身分証を携行し、①初めてご利用者の居宅を訪問したとき、②ご利用者や

そのご家族からの提示を求められたとき、いつでも身分証を掲示します。 

 

１０．訪問介護員の交替 

 （１）選任された訪問介護員の交替を希望する場合は、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる



事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出るこ

とができます。ただし、利用者からの特定の訪問介護員の指名はできません。 

 （２）事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。この場合は、ご利用者及びその

ご家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分配慮するものとします。 

 

１１．緊急時の対応 

    訪問介護・介護予防サービス提供中に、ご利用者に急変及び事故が生じた場合、必要に応じて

ご利用者の主治医または協力機関と連絡をとり、必要な措置を講じます。また、ご家族にもご連

絡いたします。 

 

１２・虐待の防止 

    当事業所は虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会（テレビ電話等を

活用して行うことができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介

護員等に周知徹底する。 

    事業所における虐待防止のための指針を整備し、訪問介護職員等に対し、虐待防止のための研

修を定期的に実施します。 

 

１３・事故発生時の対応 

    事業所ハサービス提供により利用者に対し事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家

族に連絡をするとともに必要な措置を行い、賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠

償を行います。 

 

１４．サービス内容に関する相談・苦情 

    サービスについてのご相談やご不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。 

     ＊管理者       ： 山﨑 知良 

     ＊連絡先       ： ☎０８５２－６２－８５０２ 

 

１５．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

    実施なし。 

 

１６．利用者負担金について 

  ＊訪問介護特定事業所加算（Ⅱ）を算定 

   （１）ご利用者からいただく基本料金は、次のとおりです。 

   （２）自己負担割合が２割・３割の方は、下記料金のそれぞれ２倍・３倍となります。 

   （３）この金額は、通常の時間帯（午前８時から午後６時）で、介護保険の法定利用料に基づ

く、１回あたりの金額です。 

    （介護給付の場合） 

     （身体介護が中心である場合） 

①   所要時間３０分未満の場合         ２４９円 

②  所要時間３０分以上６０分未満の場合   ３９５円 

③  所要時間６０分以上９０分未満の場合   ５７７円 



＊ ①～③に引き続き３０分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、 

３０分増すごとに８３円を加算させていただきます。 

     （生活援助が中心である場合） 

①  所要時間２０分以上４５分未満の場合   １８２円 

②  所要時間４５分以上の場合        ２２４円 

＊ 通常の時間帯（午前８時から午後６時）以外での時間帯でサービスを行う場合には次

の 

割合で利用料金に割増料金が加算されます。 

 ・早朝（午前６時から午前８時）      ２５％増し 

 ・夜間（午後６時から午後１０時）     ２５％増し 

 ・深夜（午後１０時から午前６時）     ５０％増し 

＊ ２人の訪問介護員が共同でサービスを行った場合は、通常の料金の２倍の料金をいた

だきます。 

◎ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）・・・上記利用料合計の１３．７％加算させて頂きま 

す。 

◎ 特定処遇改善加算（Ⅰ）・・・上記利用料合計の６．３％加算させて頂きます。 

    

 

１７．介護保険給付対象外サービス利用料金 

    交通費・・・ 通常の実施地域内はいただきません。但し、通常の実施地域を越えて訪問を行 

          った場合は次の実費を徴収いたします。 

  （１）通常の事業実施地域を越えた地点から片道１０キロメートル未満・・・１２０円 

  （２）通常の事業実施地域を越えた地点から片道１０キロメートル以上・・・２５０円 

 

１８．利用料金のお支払い方法 

    利用料のお支払は次のいずれかの方法でお支払いください。 

    ① 事業所での現金支払 

    ② 銀行振込 

        振込先   島根銀行 上乃木支店 

普通預金 0201896 

訪問介護事業所たまゆの杜 管理者 山﨑 知良 

    ③ 口座振替 

 

１９．キャンセルする場合 

    ご利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご連

絡ください。 

     連絡先 ： 訪問介護事業所たまゆの杜 

☎０８５２－６２－８５０２ 

 

２０．サービス実施時の留意事項 

    ① 訪問介護員（ヘルパー）は、ご利用者の介護や家事の準備等を行うこととされています。



家族の方の食事の準備など、当事業所が提供するサービスで定められたサービス以外の業務

を訪問介護員に依頼することはできませんので、ご了承ください。 

    ② 金銭（預金）の引き出し等は行えません。 

    ③ 訪問介護員（ヘルパー）に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきま

す。 

    ④ 道路事情等で訪問時間が多少前後することも考えられますので、予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

指定訪問介護訪問介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

          事業者         社会福祉法人 隠岐共生学園        

 

          事業所         訪問介護事業所たまゆの杜         

 

          説明者 職・氏名                       印 

 

 

契約書及び本書面により事業者から重要事項の説明を受けるとともに、指定訪問介護訪問介護サービ

スの提供開始及び、個人情報の使用について同意をいたしました。 

 

 

          利用者   住所                         

 

                氏名                       印 

 

          代理人   住所                         

 

                氏名                       印 

                  （ 利用者との続柄 ：        ） 

 

          身元引受人 住所                         

 

                氏名                       印 


